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１ 開会のあいさつ 

【委員長】 

 定刻になりましたので、ただいまより第４回練馬区立中学校選択制度検証委員会を開会いた

します。年度末の大変お忙しい中、お集まりくださいましてありがとうございます。 

 まず、本日の委員の出席状況について、事務局から報告をお願いいたします。 

【事務局】 

 本日は蓮池副委員長、田中委員から欠席の連絡を頂いております。また、竹内委員、田邊委員、

武井委員、森委員の４名につきましては、オンラインでのご参加となります。以上です。 

【委員長】 

 ありがとうございました。次に配布資料について、事務局からご説明をお願いいたします。 

【事務局】 

≪配布資料確認≫ 

 

２ 案件 

【委員長】 

 それでは、次第に沿って議事を進めてまいります。前回はアンケート内容の集計結果を基に学

校選択制度全体に関する議論や学校の魅力づくりに関する事項をご議論いただきました。 

 本日は、国立・都立・私立の学校への進学状況が、この学校選択制度に及ぼす影響についての

議論となります。まず事務局から資料の説明をお願いいたします。 

【事務局】 

≪会議資料説明≫ 

【委員長】 

 ありがとうございます。ただいま事務局からご説明がありましたが、こちらの資料の内容に関

してご質問、あるいは国都私立受験と中学校選択制度の関係について、何かご意見ありますでし

ょうか。 

【委員】 

 国都私立に抜ける全体の割合というのは分かるのですが、学校間によってかなり大きな開き

があって、この数字をもって制度の是非を問うというのは、ちょっと難しいのかなと思っており

ます。うちの学校であった事例なのですが、もともと選択制度の枠が３５人として設定しており

ましたが、その後、「何人当選としますか」と学務課から問い合わせがありました。ご説明によ

りますと、それは国公私立に抜ける割合を加味して当選枠を設定しているとのことでしたので、

４０人と回答いたしました。しかし、別紙の入学状況を見ると４１人プラス８人で４９人が光が

丘第三中に当選しているということになりますよね。なぜこんなに数が増えてしまったのか、こ

の経緯を説明していただきたいと思います。 

【委員長】 

 ありがとうございます。事務局からお願いいたします。 

【事務局】 

第４次第４回練馬区立中学校選択制度検証委員会 議事
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 光が丘第三中学校の場合は、受入れ可能人数は１学級分として３５人、国都私立への抜けを加

味して４０人という形で設定をいたしました。これとは別に、来年度兄姉が在籍している方は、

抽せんの対象から外して当選扱いとしております。また、当選者が４１人になっていますが、こ

れは双子で希望した場合に、それぞれのお子さんが違う学校にならないよう一組として扱うこ

とから、１名の差が生じております。 

さらに、学校選択制度以外に指定校変更による入学もあるので、学校選択制度だけの人数が翌

年度に入学する数とはならないところです。 

【委員】 

 双子の児童を加味して４０名当選が４１人当選になったというご説明は分かりました。一方

で、国都私立に抜けるということを加味して４０人になるという説明があったのに、兄姉関係の

８人がいるということに対しては、学校は何も説明を受けてなかったのですけれども、これにつ

いてはいかがですか。 

【事務局】 

 過去の学校選択制度検証委員会でも来年度兄姉が在学している場合は当選の枠から除くとい

う議論があり、制度変更を行ったのですが、改めて学校にもその旨を再周知する必要があったと

思います。各校への周知は、誤解が生じないような形で改めて周知徹底を行っていきます。兄姉

理由に関しては、結果的には指定校変更でも認める理由となっております。全体の数は当選枠を

超えた数になることも含め、いま一度きちんと整理した上でご説明したいと思います。以上です。 

【委員】 

 その指定校変更の制度なのですけれども、公開抽せんが終わった後に何人か増えますという

通知が結果的に５名来ました。先ほどの冒頭の説明で落選者の数も考慮してという説明もあっ

たのですが、でしたら、これ意味がなくなってしまうと思います。結局、最初の話では３５名だ

ったのが、兄姉理由も含めて４２名になり、その後指定校変更で５人増えて、本校は当初の計画

より１２人増えました。現時点で生徒は１５１名です。この１２人の増加がなければ１３９です。

クラスが４から５に増えました。これについてのご説明願います。 

【事務局】 

 学校選択制度というのは理由を問わず希望していただくという制度です。ですので、まず学校

選択制度で希望人数が多ければ当然抽せんを実施します。その抽せんの受入れ可能人数とその

当選枠を決める必要があります。 

 一方指定校変更というのは、状況をお伺いして、申請する理由によっては、不承認ということ

もあり得ます。ですので、例えば落選した方でも、指定校変更という制度により、承認基準を満

たす理由かどうか判断しまして、指定校変更を認めざるを得ないというケースがあります。そう

いったことから、指定校変更を使用して落選された方が結果的に入学されるという状況が生じ

ております。 

 改めて学校選択制度と指定校変更について、各校にも誤解を生じないような形で丁寧にご説

明していかなくてはいけないかなと思っております。 

【委員】 

 公開抽せんが終わった後、指定校変更で人を増やすときは学校と相談の上、１つ１つ進めてほ

しいです。指定校変更の説明にも学校運営に影響がない範囲で認めますと書かれています。クラ

スが１つ増えるということは、学校運営に影響があったと思うのです。検証委員会内でも３５人

という枠を決めるにあたり、教室の数についてたくさん議論をしたと思います。現に本校は少人

数教室を１つ失うことになります。従来どおりの少人数はできません。それほど影響が大きいも

のなので、学校の状況はどうですかという相談の場を設けていただきたいです。 

【事務局】 

 学校の施設的な制限もあることから、次回の学校選択制度に当たっては、まずこの受入れ可能

人数のところから調整をさせていただきたいと思っております。また、指定校変更につきまして

も、改めて流れも含めてご説明した上で、事務手続は進めていきたいなと思っております。 

 一方で、指定校変更で認めざるを得ない事例も多々ございますので、そのあたりは手続に係る

ところではあるのですが、学校側のご理解を頂くような形で丁寧に進めていきたいと思ってお

ります。 

【委員】 

 指定校変更で認めざるを得ない事情があるというのは分かるので、一方的に決めるのではな

くて、事前にそういう相談をいただきたいです。本校の特別支援学級に通うはずだった生徒が通

常級に戻るとなったときに、指定校は別の学校でしたが、光が丘第三中学校の通常級に行きたい

と希望がありました。その理由は、部活動理由でハンドボール部に入りたいということでした。

ハンドボール部は練馬区にうちの学校しかないので、ハンドボール部を希望すれば全員光が丘

第三中に入ることができるということですか。 

【事務局】 

 学校選択制度におきましても、部活動の有無で希望される方というのが一定数いるというの

は、前回のアンケート結果でもお示ししたとおりです。選択制度の抽せんで漏れてしまったけれ

ど、希望している部活がこの学校にしかないからというご事情を申請理由として示されてしま

うと、認めざるを得ないという状況になっております。特定の部活動があるというのは学校の特

色にもなると認識しておりますので、その点は今後、受入れ可能人数の調整も含めて、丁寧に学

校とも調整をさせていただきたいなと思っております。 

 また、指定校変更についても、各学校との協議は従来から行っていますが、協議の進め方は改

めてこちらのほうでも整理したいと思っております。以上です。 

【委員】 

 これまで３回の会議の目的や趣旨を考えてみると、この学校選択制度を進めるというところ

で話は進んでいるかなと思っています。やはり保護者の意見を聞くと、例えば隣の杉並区などは

学校選択制度がないので、練馬区を選んだという意見も聞くので、ぜひそこは後退しないような

形で、今後議論は進めていただきたいなと思っています。 

 次に兄弟姉妹の配慮の部分について、保護者からも具体的に意見が寄せられています。兄弟姉

妹に関する特段の配慮というのは、やはりお願いしたいです。ですので、兄姉理由を除外すると

いう設計の部分や、これを母数に含めるか含めないかという議論そのものよりも、別の観点で配



慮いただきたいというのが、保護者としての意見です。 

 ３点目ですけれども、指定校変更の申請について学校と所管課で調整していただくというの

は手続上の丁寧さという点で大事ではないかなと思うと同時に、一方で最終的には所管課に権

限がある事項だと思っていて、学校に拒否権があるという話ではないというところは、はっきり

させていただきたいなと思います。例えば先ほど委員がおっしゃったような発達支援とか、そう

いった特別支援学級の擁する部分等の、特に学校側に大きい負担が生じるところは丁寧に進め

ていただきたいなと思うのですが、あくまでここは所管課のほうで最終的な判断、権限としてあ

るのかなと考えてはおります。 

【委員長】 

 ありがとうございます。今３点について、主にご意見ですね。事務局、お願いいたします。 

【事務局】 

 １点目に学校選択制度を後退しないようにというお話がございました。学校選択制度が練馬

区の中で根づいているという現状がございますし、今年度より、小学校４年生の段階から学校選

択制度についての周知、啓発も図ってきておりますので、引き続き学校選択制度でお子さんが自

ら選べる自由を与えられるよう進めていきたいなと思っております。 

 兄姉関係の配慮というのは、過去の検証委員会の中でも話題として出てきまして、まずその部

分については抽せん対象とはしないという形で整理をさせていただいております。ただ、学校へ

の周知や説明については丁寧に対応すべきだと改めて思っております。 

 ３点目の拒否権というのですか、どうしても学校の施設上なかなか難しいケースもあると思

いますが、お子さんの希望をなるべくかなえていきたいので、学校とも調整をしながら進めてい

ければなと思います。 

【委員】 

 「抽選校毎の個別状況」の表を見たときに、兄弟姉妹のところで、ここは抽せんから除いてと

いうことだと思うのですが、おそらく兄姉理由で希望した生徒が国都私立へ抜ける割合は通常

より少ないのではないかなと思います。ですので、兄姉理由で希望した生徒を全体の抜け率に含

めてしまうと、実際の割合とずれてしまうのかなと思います。表のつくり方の問題だとは思いま

すし、現状認識でそれぞれ食い違いが出ているので、ここは根拠資料として、しっかり分けてお

くべきではないかなと思いました。 

 学校案内の１７ページのＱ６にて、抽せんについては「兄姉が在籍している児童は、予め抽選

から除いて当選といたします」ということが書かれています。一方でその下に、「個別の事情は

配慮されないのですか？」の質問に対して、「個別の事情についての申出に関して配慮すること

ができません」という回答があります。でも、兄弟姉妹のことは特別な事情を配慮しているわけ

ですよね。兄弟姉妹がいるので、抽せんから除くこと自体は全然問題ないとは思うのですが、標

記のところがどうなのかということは思いました。 

 また、１３ページの制度全体の流れについて、学校選択制度で学校が決定するまでのフローは

分かるのですが、１月から３月の間に、指定校変更で他の学校に入りたいですという相談がおそ

らく来るわけですよね。そこがどういう流れになっているのかというのはこのページだけでは

分からないというところは思いました。これは個別事情なので、学校案内にそこまで詳細に載せ

ることはないのかもしれないですが、少なくともこの場に出席している委員の中では、フローと

して内々としては握っておかないと、先ほどの委員がおっしゃったような齟齬が発生してしま

うと思うので、その辺の整理はしっかりと学校側には示していただきたいなと思います。保護者

からすると、希望する学校に行けるのか行けないのかみたいなのが、分かりづらくなっていると

ころもあるので、一考する必要があるのではないかなとは思います。 

【委員長】 

 ありがとうございます。今２点について、事務局、再度お願いいたします。 

【事務局】 

 抜け率のところのお話もありましたが、確かに兄姉関係の希望者については、国都私立へ抜け

るというのは通常の割合に比べかなり少ないのかなと思いますので、各校と協議する中で兄姉

がどのぐらい影響があるのか、受入可能人数の調整を検討する中で考えていかなくてはいけな

いのかなと思います。 

 次に、学校案内の記載についてです。抽せんについて個別の事情は配慮されないというのはそ

のとおりです。特別に別枠で当選というのはしないので、個別の事情についてのお申し出は配慮

できないという記載をしております。一方で兄姉についてはＱ６で抽せんから除くといった記

載をしているので、ここの部分は区別していたつもりです。 

 また、１３ページの学校選択制度のフローのところですけれども、これは選択希望する方々が

どういった流れで選択するのかといったところで示しているので、当然この中に記載してない

部分が出てきます。実際に学校との受入れ可能人数の調整については、１０月初旬よりも前の段

階でも行っております。 

 また、抽せんで当選しても、取り下げて元の地域指定校に行きますというケースもあります。

例えば自分は当選したけれど、お友達が抽せんで落ちてしまったというケースでは、お友達が落

ちてしまったので私も取り下げようということもあります。抽せん後の動きというのは見えな

いところがあるですが、１人の増減で学級増とか学級減になるのかという学校も例年あるので、

数字は学務課でもきちんと押さえていきたいと思っております。以上です。 

【委員長】 

 ありがとうございます。そうしましたら、私のほうから幾つかまとめます。まず、前回までで

確認したことになりますが、本区としては、先ほどおっしゃられたとおり、学校選択制度は維持

していき、後退しないようにというところは、全体で前回共有したことだと思います。 

 それから、学校との調整や、小学校６年生の保護者への連絡など、各所との調整やコミュニケ

ーションが、あまり行き渡ってないところがあるのだと思いますので、そこは今後どのように対

応できるのかということは、所管課のほうでもお考えいただく課題かなと思いました。 

 それから、１つ確認です。兄姉のところについて、兄姉理由による当選と、この当選枠の設定

人数というのは、どういう関係が決まっているものなのでしょうか。 

【事務局】 

 兄姉のところについて改めてご説明します。選択希望票で兄姉と一緒の学校を希望する方は、



そもそも抽せんの枠の中には入れていません。ですので、例えば、開進第二中学校でいうと、１

２人の方が兄姉の在籍があるという方だったので、この１２名は除いて、残った方々の中で当選

枠を４５という形で抽せんを行っています 

【委員長】 

 そうしましたら、当然ながら増え過ぎてしまう学校が出てくるわけでして、その兄姉を引いた

形で抽せんしていかないと収まらないわけですよね。 

【委員】 

 そうなると人気校に兄弟姉妹が行く可能性が高くなるということですか。 

【委員長】 

 そうですね。 

【委員】 

 そうすると、兄弟姉妹が行く学校へ行けば行くほど、兄弟がいる比率が高くなっていくから、

より選ばれる側の負担というのが増えていくことになってしまうと思います。 

【委員長】 

 恐らく今のこの会議の中で解決することは難しいのかもしれませんが、ただ、この兄弟在籍の

数を、この抽せんの数とどう勘案して、最終的な受入れ人数の合計数を決めるかを、学校側と区

のほうで何か了解しておきませんと、恐らくここの部分はちょっといろいろな問題が起きるの

ではないかと、これを拝見して思いました。以上です。 

【委員】 

 恐らく今の制度を維持しようとした上でやる場合は、受入れ可能人数を何人にするか、当選枠

を何人にするかという設定をするときに、兄弟姉妹がある程度何人来るということを学校が知

った上で設定しておかないと、こういうことが起こり続けるのだろうということはあります。 

【委員】 

 当選枠は例えば開二中であれば、４５という公表で問題ないと思うのですね。その中で実際申

し込んできた人のうち、兄姉在籍が１２人いるので、抽せんでは３３人を当選にしますというの

をその場で言えばいいだけで、最初の公表のときに兄弟姉妹１２人にいる予想だから３３人し

か当選させませんよという必要まではないと思うのです。そこまで当選枠に入れてくれればい

い話だと思っています。 

【委員長】 

 抽せんの件は、ご意見はそれぞれ頂いて、どうするのか事務的に検討すべきことだと思います

ので、今日の会議体としましては様々ご意見があるということで、所管課のほうでの検討課題と

させていただきたいと、この件はその形で引き取らせていただきたいと思います。よろしいでし

ょうか。 

 では、その他抽せん以外のことでご意見なりご質問をお願いいたします。 

【委員】 

 令和８年度入学の生徒の中で、初めてのケースで私も想定外だったケースがあります。学区域

外から希望していた生徒なのですが、通学に４０分かかるということで、保護者は自転車で通わ

せるつもりで希望したと言っていました。判明したのは３月中旬になります。結局、自転車通学

は認めていないので１名取り下げをしたということがあったのですが、１名の増減で学級数の

増減にも関わることがあります。年度末での急遽のマイナスは非常に危険なところがあるので、

どんな理由にせよ申請したときに、そういったことも含めて説明なり保護者への確認、それから

学校へ情報提供していただくことが必要かと思っているのですけれども、いかがでしょうか。 

【事務局】 

 中学校の選択制度を実施するに当たって、各小学校を通じて学校案内をお配りしていまして、

その中に通学の手段としては、徒歩または公共交通機関のみという記載はしております。また、

自転車の使用や車の送迎はできませんという形で注意書きを記載しております。ただ、保護者が

この部分をどれだけ理解して申請いただいているのかというところもあるので、選択制度に関

してこの部分の周知は引き続き進めていきたいと思います。 

【委員】 

 具体的な形での対応をお願いできればと思います。よろしくお願いします。 

【委員長】 

 そのほかにご質問、ご意見ございますか。 

【委員】 

 別紙のほうで豊渓中が来年の入学者は９名ということですけれども、保護者に特例通知がさ

れた上で、入学する生徒が９名だったと認識しております。ですが、実際こんなに人数が少ない

というのは、入学されるご家庭はご存じなのでしょうか。これだけ少ないのであれば学校運営自

体が大きく変わっていくものだと思いますし、入学後に転校させてほしいと希望される方が出

てくるのかなと思っています。柔軟な対応をしていただけたらありがたいです。 

【事務局】 

 こちらに関しましては、各学校で２月に入学者説明会を実施しております。入学予定の保護者

の方が出席されるものですが、そこで入学者と近しい人数の世帯の方がいらっしゃったと聞い

ているので、こういった状況については把握をした上で、こちらの入学者数になっていると理解

しております。 

【事務局】 

 まず、１１月に選択希望票の提出時点で何人の方が希望したかというのはお示ししておりま

す。具体的には、豊渓中の学区域の方がどれだけ光が丘第一中を希望されたのか、また、学区域

外から豊渓中を希望したのが何人いらっしゃるのかというのは、お示ししております。ですので、

その数をベースにしてお考えいただいているものと認識しております。 

【委員】 

 私も資料を見るまでは抜けていたのですけれども、誰がどこを希望したかというのは見られ

ても、どれだけ残っているかというのが一切見られないなと思いました。別紙を読むと、１人が

選択制度で学区外から豊渓中に行くことを希望されている方はいますが、もともと８１人学区

内のお子さんがいたところで、制度利用者が全体で見れば１１％。希望者自体が２０％というこ

とであれば、ここも８１％から減って５０とか、これまでの在校生の数見ても少し減るぐらいか



なとしか思ってないのではないかなと考えております。 

【事務局】 

 対象地域の保護者に対しては、個別の対応をしていまして、１１月に学区域の方で豊渓中を希

望する方が何名いますという通知をお知らせいたしました。その後、国都私立の受験結果を受け

てこのような状況になりましたが、１１月に希望状況の情報をご提供しておりますので、その上

で進路についてはお考えいただけたかなと考えています。 

【委員】 

 もともと豊渓中の適正配置については、前からお話しされているので、地域住民の方はまず存

じているかと思います。その上で区側がかなり丁寧なご対応をしていただいたと捉えています。

一方で、当初はもう少し豊渓中に残るのではという話があったらしいのですけれども、統廃合さ

れるという方向で話が決まって、ゆくゆくは豊渓中がなくなるのであれば、残るのではなく光が

丘第一中にいこうかなという話などが保護者同士の間でもあり、当初の予想より少し減ったの

ではないかなというのはあります。 

 ただ、この件については、区や学校には地域住民対応含めて手厚くプロセスを踏んでやってい

ただいたなと受け止めております。 

【委員長】 

 ありがとうございます。ご感想ですかね。受け止めさせていただきます。 

【委員】 

 １１月に説明会で、人数も告知済みということで、対応いただいてありがとうございます。 

【委員長】  

 ほかにいかがでしょうか。 

 続きまして、案件２のほうに移らせていただきます。「第４次検証委員会の答申骨子について」、

ご議論いただきます。まず事務局からご説明をお願いいたします。 

【事務局】 

 ≪別紙説明≫ 

【委員長】 

 ありがとうございます。ただいまの事務局からの答申骨子案に関する説明につきまして、何か

ご意見あるいはご質問等ございましたらお願いいたします。 

【委員】 

 補足です。説明の中では事務局としてこうしていきたいというようなご説明だったのですが、

今までの議論を踏まえると、こういうことを議論されたのではないかという内容をまとめたも

のですので、そういう意味で受け止めていただければありがたいです。 

【委員】 

 この制度が始まってもう２０年が経ったとおっしゃっていただきましたが、恐らく今までの

２０年と、ここから先の２０年を考えたときに、大分状況が変わると思います。今後加速度的に

少子化が進む中で、ある程度今の制度の中で制御できているけれども、より偏りが出やすくなっ

てくるのではないかなと思います。 

 今後は必要なときに検証委員会を設置していくと思うのですが、関連性のある適正配置と、選

択制度の検証を会議体として分ける必要がそもそもあるのかというのが疑問に思いました。学

校選択制度単体について議論して是非を問うことも必要ですが、その結果として適正配置に偏

りなり、問題が出てきているというところがカバーされないのだとしたら、あまり意味がないの

かなと思うので、ぜひ今後、中学校の選択制度の検証委員会を設置する際には、適正配置もふく

めて総合的に議論いただくのが本筋ではないかなと個人的には思います。 

【委員長】 

 ありがとうございます。事務局、お願いいたします。 

【事務局】 

 本日も豊渓中学校についてのご意見を頂いたということであるので、単純に学校選択制度だ

けの議論ではなく、適正配置も関連するというのは、事務局側としても認識しております。ただ、

学校選択制度と、適正配置は別であります。学校選択制度の改善を要するのかどうかというのは、

お子さんの動向ですとか、希望状況ですとか、学校の魅力づくりの周知の方法ですとか、それだ

けでも多岐にわたるので、単体で検証委員会を開催したいなと思っております。以上です。 

【委員長】 

 ありがとうございます。ご意見いかがでしょうか。お願いいたします。 

【委員】 

 「答申の主な事項」に書いてある７項目については、おおむね賛同しております。ただやはり、

これからいろいろな国の教育政策もかなり変わってきています。今までの５年ごとに開催のよ

うな区切りよりも、いろいろ今後の見通しがつかないところもあるので、柔軟に必要に応じ開催

するというのが適切ではないかなと思っております。 

 もう１点、会議資料内で選択制度への影響を具体的に想定されていると思っています。ただ、

この運用するときに、例えば先ほど議論がありました、人数が抜けた部分の補充の抽せんをどう

するかみたいな話は、認識を合わせないと同じような問題が起こり得るような話だなと思って

いるので、そこは別途、１つのテーマとして、議論されたほうがいいのかなと思っております。 

【委員長】 

 ありがとうございます。先ほども出た課題のところですけれども、事務局お願いいたします。 

【事務局】 

 兄姉理由での抜けについては今後の選択制度の運用に当たって、注視していかなくてはいけ

ないと改めて認識したところです。各校との受入れ可能人数の調整は、引き続き協議をしながら

進めていき、また状況が変わるようならば、改めてご意見を頂きたいと思っております。 

３ 事務連絡 

【委員長】 

 ありがとうございます。議事として用意しましたのは以上になります。 

 それでは、最後に事務連絡ということでお願いいたします。 

【事務局】 



 ≪事務連絡≫ 

【委員長】 

 ありがとうございます。以上をもちまして本日の検証委員会を閉会いたします。お忙しい中ご

参加いただきましてありがとうございました。 


